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〇人と人とのつながりを育むまちづくり 

・地域活動の推進、まちづくりへの参画推進 

北栄町自治基本条例に基づく開かれた町政運営のため、町報やホームページ、

ＳＮＳ等を活用し積極的な情報提供に努め、住民参画とコミュニティー活動を

推進し、町民、事業者、コミュニティー、行政それぞれがお互いの理解と信頼関

係の下で協働によるまちづくりを推進する。 

・ほくえい未来ラボ 

令和６年度は「地域×(かける)観光」をテーマに、暮らしと観光の両立や地域

が稼げる仕組みづくりを検討する。 

・交流の推進 

友好交流協定を締結している台湾台中市大肚区と青少年交流を再開し、滋賀

県湖南市とさらなる交流を進めるとともに、東京都港区をはじめ他の友好自治

体とも交流を進め、地域間連携の強化を図る。 

・移住定住の促進 

“北栄町に住みたい、住み続けたい、ふるさとを大切にしたい”と思っていた

だける支援を行い、移住定住を推進する。引き続き住宅を取得する若者の支援な

どに取り組んでいくほか移住相談を行い、北栄町の魅力のＰＲや移住に結びつ

く具体的な提案を移住者に向けて発信する。 

・地域おこし協力隊 

引き続きその活用を図るとともに、将来の定着に向けたサポートを行う。 

・関係人口との協働 

多様な人材がもつノウハウや人のつながりを活かして、町の課題解決や価値

の向上を図るため、地域活性化起業人や複業人材の活用を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


